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平
成
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十
二
年
一
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

鳩

山

由

紀

夫

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
高
校
新
学
習
指
導
要
領
の
地
理
歴
史
解
説
書
に
お
け
る
「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
質
問
に
対

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
高
校
新
学
習
指
導
要
領
の
地
理
歴
史
解
説
書
に
お
け
る
「
竹
島
」
の
記
述
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

竹
島
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
今
後
と
も
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
の
平
和
的
解
決
を
図
る
た
め
、

粘
り
強
い
外
交
努
力
を
行
っ
て
い
く
と
い
う
方
針
に
基
づ
い
て
対
応
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

我
が
国
の
領
土
問
題
に
つ
い
て
、
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
二
十
八
号
）
の
社
会
科
で

は
、
「
北
方
領
土
が
我
が
国
の
固
有
の
領
土
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
我
が
国
の
領
域
を
め
ぐ
る
問
題
に
も
着
目
さ
せ
る
」
こ
と

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
四
号
）
の
地
理
歴
史
科
で

は
、
例
え
ば
地
理
Ｂ
に
お
い
て
、
「
領
土
問
題
の
現
状
や
動
向
を
扱
う
際
に
日
本
の
領
土
問
題
に
も
触
れ
る
こ
と
」
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
我
が
国
の
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
取
上
げ
方
の
相
違
を
踏
ま
え
、
中
学
校
学

習
指
導
要
領
の
社
会
科
の
解
説
で
は
、
「
竹
島
」
を
記
述
し
、
「
北
方
領
土
と
同
様
に
我
が
国
の
領
土
・
領
域
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
さ
せ
る
」
と
し
て
お
り
、
一
方
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
地
理
歴
史
科
地
理
Ａ
及
び
地
理
Ｂ
の
解
説
で
は
、

一



高
校
生
に
対
し
て
、
中
学
校
に
お
け
る
学
習
を
踏
ま
え
、
竹
島
を
含
め
た
我
が
国
の
領
土
問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ

る
た
め
の
指
導
が
適
切
に
な
さ
れ
る
よ
う
、
「
北
方
領
土
な
ど
我
が
国
が
当
面
す
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
学
校
に
お

け
る
学
習
を
踏
ま
え
、
我
が
国
が
正
当
に
主
張
し
て
い
る
立
場
に
基
づ
い
て
的
確
に
扱
い
、
領
土
問
題
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
記
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
高
等
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
六
号
）
で
は
、
「
近
隣
の
ア
ジ

ア
諸
国
と
の
間
の
近
現
代
の
歴
史
的
事
象
の
扱
い
に
国
際
理
解
と
国
際
協
調
の
見
地
か
ら
必
要
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
基
準
は
、
教
科
用
図
書
の
検
定
に
当
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
の
解
説
の
作
成
に
当
た
っ
て
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
学
校
に
お
け
る
具
体
的
な
指
導
内
容
の
詳
細
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
我
が
国
の

領
域
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
十
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
六
号
）
に
沿
っ
た

指
導
が
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

二



義
務
教
育
諸
学
校
教
科
用
図
書
検
定
基
準
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
三
十
三
号
）
及
び
高
等
学
校
教
科
用
図

書
検
定
基
準
に
は
、
「
近
隣
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
の
近
現
代
の
歴
史
的
事
象
の
扱
い
に
国
際
理
解
と
国
際
協
調
の
見
地
か

ら
必
要
な
配
慮
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
こ
れ
ら
の
教
科
用
図
書
検

定
基
準
に
従
っ
て
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
の
調
査
審
議
に
基
づ
き
、
適
切
に
教
科
用
図
書
の
検
定
が
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
と
考
え
る
。

三


